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国勢調査へのご協力
ありがとうございました。

　皆さんからいただいたインターネットおよび調査票
の回答は、厳重な管理の下、集計されます。
　なお、来年２月頃には速報結果として
日本の人口が公表されます。
　　　　　　　　　　詳しくは至企画課
総務省統計局
平成27年度国勢調査サイト

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
表
面
に
氏
名
、

住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
、
顔
写
真
な
ど

が
記
載
さ
れ
、
裏
面
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）
な
ど
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
通
知
さ

れ
た
後
、
同
封
さ
れ
た
申
請
書
を
郵
送
す

る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
平
成
28
年
１
月
以

降
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
本
人
確
認
の
た

め
の
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
る
ほ

か
、
カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
搭
載
さ
れ

た
電
子
証
明
書
を
用
い
て
、e-T

ax

（
国

税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
を
は
じ

め
と
し
た
各
種
電
子
申
請
を
行
え
ま
す
。

　

平
成
28
年
１
月
以
降
、
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
交
付
が
始
ま
る
こ
と
に
伴
い
、
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
・
再
交
付
は
12

月
で
終
了
し
ま
す
。
現
在
、
利
用
し
て
い

る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
有
効
期
限
ま

で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
個
人
番
号
カ
ー
ド
を

両
方
所
有
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
場
合
に
は
、

交
付
時
に
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
回
収

し
ま
す
。

　

申
請
方
法
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
（
個
人
番
号
）
の
通
知
に
「
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
申
請
書
」、
説
明
書
な
ど
が
同

　

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

に
備
え
、「
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
J
ア
ラ
ー
ト
※
）」
を
利
用
し
、
様
々
な

手
段
を
用
い
た
情
報
伝
達
訓
練
が
行
わ
れ

ま
す
。
桶
川
市
で
は
、
防
災
行
政
無
線
と

防
災
情
報
メ
ー
ル
を
活
用
し
た
訓
練
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
今
回
は
５
月
27

日
㈬
に
引
き
続
き
２
回
目
の
実
施
と
な
り

ま
す
。

　

実
施
日
▼
11
月
25
日
㈬
午
前
11
時
頃

　

放
送
内
容
▼

　
「
こ
れ
は
、
テ
ス
ト
で
す
。
×
３

　

こ
ち
ら
は
、
防
災
桶
川
で
す
。」

※
「
J
ア
ラ
ー
ト
」
と
は
、
国
か
ら
の
地

震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
緊
急
情
報

を
、
人
工
衛
星
な
ど
を
通
じ
て
瞬
時
に
お

伝
え
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

詳
し
く
は
詩
安
心
安
全
課
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個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
に

　
　
　
つ
い
て

防
災
行
政
無
線
な
ど
を
用
い
た
情
報

伝
達
訓
練
を
実
施
し
ま
す

　

支
給
対
象
者
▼
精
神
ま
た
は
身
体
に
一

定
の
障
害
が
あ
る
20
歳
未
満
の
子
ど
も
を

家
庭
で
育
て
て
い
る
人
（
障
害
の
あ
る
子

ど
も
と
は
、
精
神
の
障
害
の
場
合
は
１
人

で
は
ま
っ
た
く
日
常
生
活
が
で
き
な
い
か
、

著
し
く
制
限
さ
れ
る
程
度
。
身
体
の
場
合

は
、
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
一
、二

級
ま
た
は
三
級
程
度
）

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
こ
の
手
当
を
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
者
や
子
ど
も
が
日
本
国
内
に
住
所

を
有
し
な
い
と
き

・
子
ど
も
が
障
害
に
よ
る
公
的
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所

し
て
い
る
と
き

　

手
当
額
▼

　

詳
し
く
は
詩
こ
ど
も
支
援
課

　

支
給
対
象
者
▼
親
権
者
、
後
見
人
そ
の

他
の
人
で
あ
っ
て
、
父
ま
た
は
母
も
し
く

は
父
母
が
共
に
死
亡
し
て
い
る
世
帯
の
子

ど
も
を
現
に
監
護
し
、
市
内
に
住
所
が
あ

る
人
※
こ
の
制
度
に
所
得
の
制
限
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

手
当
額
▼
子
ど
も
１
人
に
つ
き
月
額
２

千
円

　

支
給
期
間
▼
受
給
資
格
を
認
定
さ
れ
た

日
の
属
す
る
月
か
ら
、
満
20
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
、
ま
た
は
受

給
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で

　

詳
し
く
は
詩
こ
ど
も
支
援
課

児
童
扶
養
手
当
制
度

特
別
児
童
扶
養
手
当
制
度

　

支
給
対
象
者
▼
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
父
ま
た
は
母

も
し
く
は
養
育
者

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
子
ど
も

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
子
ど
も

・
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
（「
父
ま

た
は
母
の
障
害
の
基
準
」
の
い
ず
れ
か
に

該
当
）
が
あ
る
子
ど
も

・
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い

子
ど
も

・
父
ま
た
は
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て

い
る
子
ど
も

・
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保

護
命
令
を
受
け
た
子
ど
も

・
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
１
年
以
上

拘
禁
さ
れ
て
い
る
子
ど
も

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た
子

ど
も
※
婚
姻
に
は
、
婚
姻
届
を
提
出
し
て

い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
場
合
（
内
縁
関
係
な
ど
）
を
含

み
ま
す
。

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
こ
の
手
当
を
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
者
や
子
ど
も
が
日
本
国
内
に
住
所

を
有
し
な
い
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
（
母
子

生
活
支
援
施
設
な
ど
を
除
く
）
に
入
所
し

て
い
る
と
き

※
平
成
10
年
３
月
31
日
以
前
に
手
当
の
支

給
要
件
に
該
当
し
た
も
の
の
、
手
当
の
申

請
を
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の
間
に
手
当
の
支

給
要
件
に
該
当
し
な
い
事
由
が
発
生
し
な

か
っ
た
場
合
、
原
則
と
し
て
申
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

手
当
額
▼

　

支
給
期
間
▼
申
請
し
た
翌
月
分
か
ら
子

ど
も
が
満
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
（
た
だ
し
、
一
定
の
障

害
の
あ
る
児
童
は
満
20
歳
未
満
）

　

詳
し
く
は
詩
こ
ど
も
支
援
課

遺
児
手
当
制
度

子どもの人数 月額（全部支給） 月額（一部支給、所得によりそれぞれ違います）

１人 42,000円 41,990円～9,910円

２人 １人の場合の月額に5,000円を加算

３人以上 ２人の場合の月額に、１人につき3,000円を加算

※所得制限があります。申請する人やその配偶者および同居など生計を
同じくしている扶養義務者（申請者の直系親族、兄弟姉妹）の所得によっ
て支給停止となる場合があります。

障害の状態 月額（1人について）

１級（重度） 51,100円

２級（中度） 34,030円

※所得制限があります。申請する人やそ
の配偶者および同居など生計を同じくし
ている扶養義務者（申請者の直系親族、
兄弟姉妹）の所得によって支給停止とな
る場合があります。

　

桶
川
市
消
防
団
の
特
別
点
検
の
実
施
に

伴
い
、
11
月
23
日
（
月
・
祝
）
午
前
７
時

に
市
内
全
域
で
、
防
災
行
政
無
線
に
よ
る

サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す
。

【
サ
イ
レ
ン
信
号
】

15
秒
吹
鳴
→
６
秒
休
み
→
15
秒
吹
鳴

　　

特
別
点
検
は
、
服
装
規
律
点
検
・
機
械

器
具
点
検
・
放
水
訓
練
な
ど
を
行
う
も
の

で
、
桶
川
小
学
校
校
庭
で
、
午
前
８
時
か

ら
実
施
し
ま
す
（
雨
天
時
は
体
育
館
で
実

施
）。
市
民
の
皆
さ
ん
も
見
学
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
安
心
安
全
課

 

サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す

火
災
と
間
違
え
な
い
で
く
だ
さ
い

表面（案） 裏面（案）

封
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
か
た
っ
た
不
審
電

話
に
ご
注
意
を
！

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
便
乗
し
た
不
正

な
勧
誘
お
よ
び
個
人
情
報
の
取
得
に
十
分

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

番
号
制
度
全
般
に
関
す
る
問
合
せ
▼
国

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０

５
７
０
―
20
―
０
１
７
８

　

詳
し
く
は
詩
市
民
課

▲個人番号カード（イメージ）
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⑤
⑥
→
授
業
日
を
中
心
に
原
則
週
３
日
間

　

応
募
期
間
▼
11
月
４
日
㈬
～
12
月
22

日
㈫
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

　

必
要
書
類
▼
履
歴
書
（
市
販
の
も
の
）、

①
②
⑤
⑦
⑧
は
、
教
員
免
許
状
の
写
し

な
ど
各
種
資
格
を
証
明
す
る
も
の

　

採
用
▼
面
接
（
１
月
下
旬
予
定
）
に

よ
り
決
定
。
詳
し
い
日
時
に
つ
い
て
は
、

個
別
に
連
絡
し
ま
す
。

　

応
募
方
法
▼
必
要
書
類
を
学
校
支
援

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
詩
学
校
支
援
課

　

勤
務
場
所
▼

①
②
③
⑦
→
市
内
小
・
中
学
校

⑧
→
市
内
小
学
校

④
→
市
内
中
学
校

⑤
⑥
→
桶
川
市
教
育
セ
ン
タ
ー

　

勤
務
日
▼

①
②
⑧
→
授
業
日

③
⑦
→
授
業
日
の
う
ち
、
原
則
週
３
日
間

④
→
授
業
日
お
よ
び
長
期
休
業
中

　

教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
28
年
度
に
臨

時
的
任
用
教
員
と
し
て
勤
務
を
希
望
す
る

人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

勤
務
場
所
▼
市
立
小
・
中
学
校

　

勤
務
条
件
▼
週
５
日
勤
務
、
１
日
７
時

間
45
分
勤
務
、
月
給
制
（
県
の
給
与
条
例

に
よ
る
）
※
勤
務
期
間
や
勤
務
開
始
日
は

勤
務
形
態
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、
学

務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

応
募
資
格
▼
小
学
校
ま
た
は
中
学
校
の

教
員
免
許
状
を
有
す
る
人
（
取
得
見
込
み

も
可
）。
地
方
公
務
員
法
第
16
条
お
よ
び

学
校
教
育
法
第
９
条
の
欠
格
事
項
に
該
当

し
な
い
人
。

　

応
募
受
付
▼
第
１
次
締
切
り
12
月
25
日

㈮
※
そ
の
後
も
随
時
募
集
し
ま
す
。

　

応
募
方
法
▼
学
務
課
へ
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
面
接
日
を
調
整
し
ま
す
（
１
月
下

旬
予
定
）。
面
接
の
際
、
履
歴
書
（
市
販

の
も
の
で
可
）
と
該
当
免
許
状
（
取
得
見

込
み
の
人
を
除
く
）
を
持
参
く
だ
さ
い
。

　

採
用
▼
面
接
の
う
え
、
登
録
し
ま
す
。

※
登
録
を
し
て
も
、
必
ず
採
用
が
あ
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
。

○
非
常
勤
講
師
も
募
集
し
て
い
ま
す

　

常
勤
は
難
し
い
場
合
は
、
ご
検
討
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
詩
学
務
課

　

県
で
は
、
市
（
区
）
町
村
民
税
非
課
税

世
帯
の
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
児
童
が
中

学
校
へ
入
学
す
る
際
に
、
お
子
さ
ん
の
入

学
準
備
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
助
成
し

て
い
ま
す
。

　

対
象
▼
母
子
家
庭
の
母
、
父
子
家
庭
の

父
ま
た
は
、
父
母
の
な
い
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
で
、
平
成
28
年
４
月
に
中
学
校

に
入
学
予
定
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
市

（
区
）
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
（
生

活
保
護
受
給
世
帯
を
除
く
）

※
市
（
区
）
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
と
は
、

申
請
者
お
よ
び
申
請
者
と
同
居
し
て
い
る

申
請
者
の
扶
養
義
務
者
そ
れ
ぞ
れ
全
員
が
、

平
成
26
年
分
の
所
得
に
よ
っ
て
、
市
（
区
）

町
村
民
税
の
額
が
０
円
で
あ
っ
た
世
帯
の

こ
と
で
す
。

　

支
給
額
▼
中
学
校
入
学
予
定
児
童
１
人

に
つ
き
１
万
円

　

申
込
み
▼
振
込
金
融
機
関
の
口
座
を
証

明
で
き
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）
を
持
参
し
、

12
月
25
日
㈮
ま
で
に
こ
ど
も
支
援
課
へ
。

※
平
成
27
年
１
月
２
日
以
降
桶
川
市
に
転

入
し
た
人
は
、
１
月
１
日
現
在
住
所
が

あ
っ
た
市
区
町
村
発
行
の
「
市
（
区
）
町

村
民
税
非
課
税
証
明
書
」
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
こ
ど
も
支
援
課

ひ
と
り
親
家
庭
児
童
就
学
支
度
金
支

給
制
度

　

埼
玉
県
で
は
、
10
月
か
ら
３
種
類
の
障

害
者
手
帳
（
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手

帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
）
の
大

き
さ
、
色
、
表
記
を
統
一
し
ま
し
た
。（
カ

バ
ー
は
紺
色
、
文
字
は
金
色
）

　

対
象
と
な
る
の
は
、
①
新
た
に
手
帳
を

取
得
す
る
人
、
②
再
認
定
・
再
判
定
・
更

新
が
必
要
な
人
、
③
紛
失
・
破
損
に
よ
り

再
交
付
が
必
要
な
人
に
対
し
て
、
埼
玉
県

が
交
付
す
る
手
帳
で
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
手
帳
は
、
そ
の
ま
ま
利

用
で
き
ま
す
が
、
新
し
い
体
裁
の
手
帳
を

希
望
す
る
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
詩
障
害
福
祉
課
ま
た
は
、
こ

ど
も
支
援
課

　

と
き
▼
11
月
25
日
㈬
午
後
２
時

　

と
こ
ろ
▼
仮
設
庁
舎
会
議
室
302

　

傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
、
会
場
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
会
場
の
都
合
で
人
数
を
制

限
す
る
場
合
は
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。
ま

た
、
次
回
は
、
12
月
24
日
㈭
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
教
育
総
務
課

障
害
者
手
帳
の
体
裁
（
大
き
さ
、
色
、

表
記
）
の
統
一
に
つ
い
て

桶
川
市
教
育
委
員
会
第
11
回
定
例
会

学
校
給
食
運
営
委
員
会
・
物
資
選
定

部
会
お
よ
び
学
校
給
食
運
営
委
員
会

の
公
開
の
お
知
ら
せ

○
第
２
回
学
校
給
食
運
営
委
員
会
・
物
資

選
定
部
会

　

と
き
▼
11
月
６
日
㈮
午
後
３
時

　

と
こ
ろ
▼
桶
川
公
民
館

○
第
３
回
学
校
給
食
運
営
委
員
会

　

と
き
▼
11
月
27
日
㈮
午
後
３
時

　

と
こ
ろ
▼
仮
設
庁
舎
会
議
室
302

　

傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
、
会
場
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
会
場
の
都
合
で
人
数
を
制

限
す
る
場
合
は
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
桶
川
市
学
校
給
食
運
営
委

員
会
事
務
局
（
学
校
支
援
課
）

　

と
き
▼
11
月
27
日
㈮
午
後
１
時
30
分

　

と
こ
ろ
▼
仮
設
庁
舎
会
議
室
303

　

傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
、
会
場
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
会
場
の
都
合
で
人
数
を
制

限
す
る
場
合
は
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
学
校
支
援
課

　

総
合
教
育
会
議
と
は
、
市
長
と
教
育
委

員
会
が
円
滑
に
意
思
疎
通
を
図
り
、
本
市

の
実
情
に
応
じ
た
教
育
、
学
術
お
よ
び
文

化
の
振
興
を
図
る
た
め
重
点
的
に
講
ず
べ

第
２
回
桶
川
市
い
じ
め
対
策
委
員
会

第
２
回
総
合
教
育
会
議

き
施
策
な
ど
に
つ
い
て
協
議
・
調
整
を
行

う
会
議
で
す
。

　

と
き
▼
11
月
30
日
㈪
午
後
２
時

　

と
こ
ろ
▼
仮
設
庁
舎
会
議
室
302

　

傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
、
会
場
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
会
場
の
都
合
で
人
数
を
制

限
す
る
場
合
は
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
企
画
課

11月は「いじめ撲滅強調月間」です
　県では、11月を「いじめ撲滅強調月間」に制定し、いじめの根絶に集中的に取り組
んでいます。いじめに遭ったり気が付いたりしたら、一人で悩まずご相談ください。
○よい子の電話教育相談【24時間365日対応】
　子ども（18歳以下）専用　☎0120－86－3192　
　保護者専用　☎048－556－0874
　Ｅメール相談　soudan@spec.ed.jp
　いじめメール相談フォーム（右のＱＲコードから入れます。）　
　問合せ至県青少年課　☎830－5858
○桶川市教育センター　☎786－3237
　【月～金曜日（祝日・年末年始除く）午前9時～午後5時】　詳しくは至学校支援課

平
成
28
年
度
小・中
学
校
お
よ
び
教
育
セ

ン
タ
ー
非
常
勤
職
員
の
登
録
者
を
募
集

平
成
28
年
度
市
立
小
・
中
学
校

臨
時
的
任
用
教
員
の
募
集

募 集 職 種 勤 務 内 容 応 募 資 格

①教 育 指 導
　 補　 助　 員

授業の指導補助およ
びその他教育業務

原則教員免許状を有し、子
どもが好きで語学やパソコ
ン、ピアノなどが得意な人。
経験者の応募も可。

②特 別 支 援
　指導補助員

特別支援学級を中心
とした、教育的支援や
配慮を必要とする児
童・生徒の指導補助

特別支援教育に理解と意欲が
あり、子どもとともに行動でき
る人。原則教員免許状（幼～高）、
保育士資格などを有する人。

③学校図書館
　教育補助員

図書の貸出や読み聞か
せ、本の修理など、学
校図書館教育の補助

図書館教育に理解と意欲が
あり、読書や読み聞かせが
好きな人。

④ 桶　 川　 市
　さ わ や か
　 相　 談　 員

子 ど も の「 心 の 悩
み」に対応した、相
談および指導、支援

学校教育に理解があり、子
どもの悩みについて学校教
育相談に関する知識や経験
を有する人。

⑤桶川市学校
　適 応 指 導
　教室指導員

適応指導教室に通う不登
校などの児童・生徒の学
校復帰に向けた教育業務

学校教育に理解があり、不登校
などの児童・生徒とかかわった
経験のある人。小学校または中
学校の教員免許状を有する人。

⑥桶川市教育
　セ ン タ ー
　 相　 談　 員

子育て・不登校・暴
力・いじめなどに関
する悩みの面接相談、
電話相談業務

保護者・子どもの学校生活
などの悩みについて、相談
に応じることのできる知識
や経験を有する人。

⑦日本語指導員
帰国子女など日本語
の理解が十分でない
児童・生徒の指導

原則として小学校または中
学校の教員免許状を有する
人。

⑧小 １ プ ロ
　ブ レ ム 学
　級 支 援 員

小学校低学年(主に
１年生)の教育活動
における担任の補助

原則教員免許状を有し、小
学校低学年の教育指導など
に理解と意欲があり、子ど
もが好きな人。

使
用
済
小
型
家
電
を
リ
サ
イ
ク
ル
し

ま
し
ょ
う

　

小
型
家
電
の
部
品
に
は
貴
重
な
資
源
が

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
市
内
８

か
所
の
公
共
施
設
に
使
用
済
小
型
家
電
の

回
収
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
し
資
源
回
収
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
市
民
ま
つ
り
」（
11
月
３
日
・

中
山
道
）と
「
消
費
生
活
展
」（
11
月
14
日
・

市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）
で
も
小

型
家
電
の
引
き
取
り
を
実
施
し
ま
す
。

　

家
庭
で
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
小
型
家
電

で
回
収
ボ
ッ
ク
ス
の
投
入
口（
40
㎝
×
20
㎝

未
満
）
に
入
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
粗
大
ご
み
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
詩
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
課

　

次
の
方
か
ら
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

有
効
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

矢
野
全
紀　

様

　

担
架

　

詳
し
く
は
詩
契
約
管
財
課

皆
様
の
善
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

11 102015. 11 2015. 11
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健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

響
の
森
情
報

響
の
森
情
報

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
話
題

市
民
伝
言
板

市
民
伝
言
板

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

『いつでも子育てメール相談』を
　　　　　　　　　ご利用ください

子
ど
も
の
虐
待
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　

た
と
え
「
し
つ
け
の
つ
も
り
」
で
あ
っ

て
も
、
虐
待
は
子
ど
も
の
心
や
体
に
深
い

傷
を
残
し
、
健
全
な
成
長
を
妨
げ
る
大
き

な
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

連
絡
（
通
告
）
に
よ
り
、
問
題
を
抱
え

困
っ
て
い
る
家
庭
に
支
援
の
手
を
差
し
伸

べ
、
子
ど
も
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

連
絡
（
通
告
）
に
よ
る
職
員
の
訪
問
は
、

虐
待
者
を
処
罰
す
る
こ
と
で
な
く
、
支
援

の
き
っ
か
け
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

連
絡
を
し
た
人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

あ
な
た
に
で
き
る
こ
と
・・・

○
子
育
て
中
の
親
子
に
優
し
い
ま
な
ざ
し
、

あ
た
た
か
い
見
守
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
子
育
て
に
悩
ん
で
い
る
人
は
、
ひ
と
り

で
悩
ま
ず
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

○
虐
待
で
苦
し
ん
で
い
る
子
ど
も
は
、
が

ま
ん
し
な
い
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

○
も
し
で
き
る
な
ら
虐
待
を
受
け
た
子
ど

も
た
ち
の
親
代
わ
り
（
里
親
）
に
な
っ
て

く
だ
さ
い
。

○
「
気
に
か
か
る
子
」
や
「
も
し
か
し
て

虐
待
で
は
？
」
と
思
っ
た
と
き
に
は
下
記

の
相
談
機
関
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

里
親
入
門
講
座
を
開
催
し
ま
す

　

里
親
に
な
っ
て
子
ど
も
を
育
て
て
み
た

い
、
里
親
制
度
に
興
味
が
あ
る
な
ど
の
人

の
た
め
に
里
親
入
門
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

ど
な
た
で
も
受
講
で
き
ま
す
。

　

内
容
▼
里
親
制
度
の
概
要
説
明
、
里
親

の
養
育
体
験
談
、
質
問
や
情
報
交
換
な
ど

　

と
き
▼
11
月
28
日
㈯
午
後
１
時
30
分
～

４
時

　

と
こ
ろ
▼
蓮
田
市
中
央
公
民
館
（
蓮
田

市
東
６
―
１
―
８
）

　

申
込
み
・
問
合
せ
▼
11
月
26
日
㈭
ま
で

に
電
話
で
埼
玉
県
中
央
児
童
相
談
所
（
775

―
４
１
５
２
）
へ
。

子
ど
も
虐
待
と
は
・・・

　

身
体
的
虐
待
▼
な
ぐ
る
、
け
る
、
首
を

し
め
る
、
や
け
ど
を
負
わ
せ
る
、
体
を
激

し
く
揺
さ
ぶ
る
な
ど

　

性
的
虐
待
▼
性
的
行
為
の
強
要
、
性
器

や
性
交
を
見
せ
る
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の

被
写
体
に
す
る
な
ど

　

保
護
の
怠
慢
・
拒
否（
ネ
グ
レ
ク
ト
）▼

家
に
閉
じ
こ
め
る
、
食
事
を
与
え
な
い
、

ひ
ど
く
不
潔
に
す
る
、
自
動
車
の
中
に
放

置
す
る
な
ど

　

心
理
的
虐
待
▼
「
死
ん
で
し
ま
え
」「
産

ま
な
き
ゃ
良
か
っ
た
」
な
ど
の
ひ
ど
い
言

葉
で
傷
つ
け
る
、
無
視
、
兄
弟
間
の
差
別

的
扱
い
、
子
ど
も
の
目
の
前
で
、
夫
婦
間

で
暴
力
を
ふ
る
う
な
ど

　

平
成
27
年
中
に
国
民
健
康
保
険
税
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
お
よ
び
介
護
保
険

料
を
納
付
し
た
人
（
国
民
健
康
保
険
税
は

世
帯
主
）
に
は
、「
国
民
健
康
保
険
税
納

付
確
認
書
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納

付
確
認
書
、
介
護
保
険
料
納
付
確
認
書
」を
、

そ
れ
ぞ
れ
平
成
28
年
１
月
下
旬
に
送
付
し

ま
す
。

　

な
お
、
年
末
調
整
の
た
め
早
め
に
必
要

な
人
は
直
接
担
当
課
の
窓
口
で
発
行
し
ま

す
。
身
分
証
明
書
を
持
参
し
、
世
帯
主
ま

た
は
同
居
の
家
族
が
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
年
金
天
引
き
で
の
支
払
額
は
、
日
本

年
金
機
構
な
ど
か
ら
送
付
さ
れ
る
公
的

年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
保
険
年
金
課
ま
た
は
高
齢

介
護
課

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
納
付
確
認

書
は
１
月
に
郵
送
し
ま
す

　

毎
年
暮
れ
に
な
る
と
そ
の
年
の
所
得
税

の
過
不
足
を
調
整
す
る
た
め
の
「
年
末
調

整
」
や
、
翌
年
２
～
３
月
に
は
「
確
定
申

告
」
を
行
い
ま
す
が
、
国
民
年
金
の
保
険

料
納
付
額
は
「
社
会
保
険
料
控
除
」
の
対

象
と
な
り
ま
す
。「
社
会
保
険
料
控
除
」

を
受
け
る
た
め
に
は
、
保
険
料
を
納
付
し

た
証
明
書
を
年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告

～子育てにひとりで悩んだり、　
　困ったりしたらお気軽にご利用ください～
・ＱＲコードからアクセスすることが

できます。
　（市ホームページ内の「子育てメー
　ル相談」からもアクセスできます）
・相談の返答は、市の担当課がメール

相談を受け付けしてから、おおむね
２日以内に行います。

※メールの受信拒否、ドメイン指定受信、
迷惑メール防止機能などを設定してい
る場合は、メール相談を送信する前に
ドメイン指定解除などの設定をお願い
します。

　（返答アドレス：kodomo@city.okegawa.lg.jp）

面接や電話で相談希望の方は
こどもと家庭なんでも相談　
　　　　　　　　　　　　をご利用ください。
        　　　☎０４８-７７７-７７０８
相談日時▶火・木曜日 午前10時～午後4時
場所▶駅前子育て支援センター内                                

　　　　　　　　　詳しくは至こども支援課

詳
し
く
は
詩
こ
ど
も
支
援
課

11
月
は『
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
』で
す

　
　
～
「
も
し
か
し
て
」　
あ
な
た
が
救
う
　
小
さ
な
手
　
～

平
成
27
年
度
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
標
語

桶
川
市
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会

国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

【第５期】

納期限…11月30日　

納付は期限内に！

今月の納期

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
送
ら
れ
ま
す

の
際
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

11
月
送
付
▼
１
月
１
日
～
９
月
30
日
に

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
人

　

２
月
送
付
▼
10
月
１
日
～
12
月
31
日
に

そ
の
年
に
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
人

　

問
合
せ
詩
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ア
ル

☎
０
５
７
０
―
058
―
555
※
050
か
ら
始
ま
る

電
話
か
ら
は
☎
03
―
６
７
０
０
―
１
１
４

４
（
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始
を
除
く
、
11

月
２
日
㈪
～
平
成
28
年
３
月
15
日
㈫
の
月

～
金
曜
日
の
午
前
９
時
～
午
後
７
時
、
第

２
土
曜
日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）
ま

た
は
大
宮
年
金
事
務
所
☎
652
―
３
３
９
９

　
「
好
き
な
こ
と
、
得
意
な
こ
と
」
な
ど

趣
味
や
特
技
を
活
か
し
た
『
小
さ
な
』
事

業
を
起
業
す
る
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。

　

内
容
▼
①
講
義
「
何
か
ら
手
を
つ
け
て

進
め
て
い
け
ば
良
い
の
？
」
②
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
「
自
身
の
こ
と
、
や
り
た
い
こ

と
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
」
③
開
業
資
金
を

準
備
し
よ
う
～
お
金
を
借
り
る
～
④
体
験

談
　

と
き
▼
12
月
８
日
㈫
、
９
日
㈬
午
前
10

女
性
ぷ
ち
起
業
セ
ミ
ナ
ー

～
ち
い
さ
な
起
業
の
は
じ
め
の
一
歩
～

時
～
午
後
０
時
30
分

　

と
こ
ろ
▼
桶
川
市
商
工
会
館

　

対
象
▼
起
業
を
目
指
す
女
性
、
起
業
後

間
も
な
い
女
性

　

講
師
▼
望
月
由
美
子
さ
ん
（
望
月
経
営

会
計
代
表
）、
阿
部
好
夫
さ
ん
（
日
本
政

策
金
融
公
庫
さ
い
た
ま
支
店
）、
赤
井
美

津
江
さ
ん（
ア
ン
カ
ル
ク
㈱
代
表
取
締
役
）

　

定
員
▼
20
人
【
先
着
順
】

　

費
用
▼
１
，
０
０
０
円

　

申
込
み
▼
11
月
４
日
㈬
午
前
９
時
か
ら

電
話
で
桶
川
市
商
工
会
（
☎
786
―
０
９
０

３
）
へ
。

　

共
催
▼
鴻
巣
市
商
工
会
、
桶
川
市
商
工

会
、
北
本
市
商
工
会
、
伊
奈
町
商
工
会
、

上
尾
商
工
会
議
所

　

後
援
▼
創
業
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
支
援
セ
ン

タ
ー
埼
玉
（（
公
財
）
埼
玉
県
産
業
振
興

公
社
）、
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン

タ
ー

　

問
合
せ
詩
桶
川
市
商
工
会

　

内
容
▼
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
用
い
た
心
肺
蘇
生
法

（
成
人
、
小
児
、
乳
児
、
新
生
児
）、
傷
病

者
管
理
法
、
外
傷
の
応
急
手
当
、
搬
送
法
、

筆
記
試
験

※
講
習
修
了
者
に
は
修
了
証
を
交
付

　

と
き
▼
12
月
19
日
㈯
午
前
９
時
～
午
後

５
時
（
８
時
30
分
か
ら
受
け
付
け
）

　

と
こ
ろ
▼
鴻
巣
消
防
署
３
階　

災
害
対

応
急
手
当
講
習（
上
級
救
命
講
習
）

策
室
（
鴻
巣
市
箕
田
１
６
３
８
番
地
１
）

　

定
員
▼
30
人
【
先
着
順
】

　

対
象
▼
鴻
巣
市
・
桶
川
市
・
北
本
市
に

在
住
ま
た
は
在
勤
で
中
学
生
以
上
の
人

（
再
受
講
可
）

　

費
用
▼
無
料

　

持
ち
物
▼
筆
記
用
具
、
昼
食
※
Ｗ
Ｅ
Ｂ

講
習
受
講
者
は
、
当
消
防
本
部
発
行
の
受

講
証
明
書
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
タ
ブ

レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
の
画
面
提
示
で
も
可
）

　

そ
の
他
▼
当
消
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
応
急
手
当
Ｗ
Ｅ
Ｂ
講
習
の
受
講
が
で
き

ま
す
。Ｗ
Ｅ
Ｂ
講
習
受
講
者
は
救
命
講
習
の

受
講
時
間
が
開
始
よ
り
１
時
間
免
除
さ
れ

ま
す
。救
命
講
習
は
毎
月
行
っ
て
い
ま
す
。

　

申
込
み
・
問
合
せ
詩
12
月
12
日
㈯
ま
で

に
、
電
話
（
048
―
569
―
４
１
１
９
）

ま
た
は
直
接
、
川
里
分
署
へ
。

も
し
か
し
て
・
・
・
と
感
じ
た
ら

迷
わ
ず
連
絡
（
通
告
）
を
！

・
桶
川
市
役
所
こ
ど
も
支
援
課

　

☎
786
―
３
２
１
１

・
埼
玉
県
中
央
児
童
相
談
所

　

☎
775
―
４
１
５
２
（
月
～
金
曜
日
の
午

　

前
８
時
30
分
～
午
後
６
時
15
分
）

・
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
189

～イルミネーション点灯のお知らせ～

とき▶11月下旬～平成28年１月下旬
　　　午後５時～午前０時
ところ▶駅西口ロータリー

問合せ至（一社）桶川市観光協会☎776－8590
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健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

響
の
森
情
報

響
の
森
情
報

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
話
題

市
民
伝
言
板

市
民
伝
言
板

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

・
車
や
バ
イ
ク
、
自
転
車
に
シ
ー
ト
を
掛

け
る
と
き
は
防
炎
製
品
を
使
用
す
る
。

　

問
合
せ
詩
埼
玉
県
央
広
域
消
防
本
部
予

防
課
☎
048
―
597
―
２
０
０
４

　

平
成
18
年
６
月
か
ら
住
宅
用
火
災
警
報

器
の
設
置
の
義
務
化
に
と
も
な
い
、
悪
質

な
訪
問
販
売
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

消
火
器
の
不
適
正
取
り
引
き
も
多
発
し
て

お
り
、
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に
も
次
の

点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
住
宅
用
火
災
警
報
器
や
消
火
器
の
販
売

や
交
換
を
、
消
防
署
が
業
者
に
依
頼
は
し

ま
せ
ん
。

・
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
の
義
務
化

に
よ
る
罰
則
や
点
検
の
義
務
は
あ
り
ま
せ

ん
。

・
不
審
を
感
じ
た
ら
、
関
係
機
関
な
ど
に

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

問
合
せ
詩
埼
玉
県
央
広
域
消
防
本
部
予

防
課
☎
048
―
597
―
２
０
０
４

○
年
末
調
整
説
明
会

　

対
象
▼
法
人
お
よ
び
個
人
事
業
主

　

と
き
▼
11
月
20
日
㈮
午
後
１
時
30
分
～

３
時
30
分

　

と
こ
ろ
▼
東
公
民
館

○
青
色
申
告
決
算
説
明
会

　

対
象
▼
個
人
青
色
申
告
者
（
事
業
所
得

者
）

　

と
き
▼
12
月
７
日
㈪
午
前
10
時
～
正
午
、

午
後
２
時
～
４
時

　

と
こ
ろ
▼
桶
川
市
商
工
会
館

○
白
色
申
告
者
の
記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保

存
制
度

　

個
人
の
白
色
申
告
の
人
で
事
業
や
不
動

産
貸
付
な
ど
を
行
う
全
て
の
人
は
、
平
成

26
年
１
月
か
ら
記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存

が
必
要
で
す
。
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
い
人
も
、
記

帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

　

記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度
や
記
帳

す
る
内
容
の
詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
な
お
、
関
東

信
越
税
理
士
会
上
尾
支
部
（
776
―
８
７
７

７
）、
桶
川
市
商
工
会
（
786
―
０
９
０
３
）

で
も
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

問
合
せ
詩
上
尾
税
務
署
☎
770
―
１
８
０

０
※
自
動
音
声
に
従
い
「
２
」
を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。

　

Ｄ
Ｖ
の
知
識
を
も
っ
た
職
員
が
電
話
で

相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
秘
密
厳
守
で
す

の
で
、
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

と
き
▼
11
月
16
日
㈪
～
18
日
㈬

　

電
話
▼
786
―
３
２
１
１

　

詳
し
く
は
詩
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

　

こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い

時
季
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
火
災
の
発
生

を
防
止
し
、
生
命
、
財
産
の
損
失
を
防
ぐ

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

住
宅
火
災
の
発
生
防
止
対
策
の
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
３
つ
の
習
慣
、
４
つ
の
対
策
お

よ
び
放
火
火
災
の
防
止
対
策
を
実
践
し
ま

し
ょ
う
。

３
つ
の
習
慣

・
寝
た
ば
こ
は
絶
対
や
め
る
。

・
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か
ら

離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

・
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と

き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

４
つ
の
対
策

・
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火

災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

・
寝
具
、
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン
か
ら
の

火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
製
品
を
使
用

す
る
。

・
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、

住
宅
用
消
火
器
な
ど
を
設
置
す
る
。

・
高
齢
者
や
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る
た

め
に
、
隣
近
所
の
協
力
体
制
を
つ
く
る
。

放
火
火
災
の
防
止
対
策

・
家
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
は
置
か

な
い
。

・
ゴ
ミ
は
指
定
さ
れ
た
日
の
朝
に
出
す
。

・
空
き
家
や
物
置
に
は
施
錠
す
る
。

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
～
15
日

悪
質
な
訪
問
販
売
に
注
意

上
尾
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

桶
川
市
く
ら
し
の
会
で
は
、
平
成
26

年
度
桶
川
市
消
費
生
活
展
に
お
い
て
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
フ
ー
ド
バ
ン
ク
に
つ
い
て

知
っ
て
い
る
人
が
少
な
か
っ
た
の
で
、

桶
川
市
く
ら
し
の
会
と
し
て
も
う
少
し

詳
し
く
知
る
た
め
に
、（
一
社
）
埼
玉

県
労
働
者
福
祉
協
議
会
に
出
向
い
て
、

話
を
聞
い
て
き
ま
し
た
。

「
フ
ー
ド
バ
ン
ク
と
は
」

　

フ
ー
ド
バ
ン
ク
と
は
、
賞
味
期
限
内

で
品
質
に
問
題
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
包
装
の
破
損
や
印
字
ミ
ス
、
規
格

外
な
ど
様
々
な
理
由
か
ら
流
通
で
き
ず
、

廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
食
品
・
食
材
を
企

業
や
個
人
・
農
家
な
ど
か
ら
寄
贈
し
て

も
ら
い
、
必
要
と
し
て
い
る
福
祉
施
設

や
団
体
な
ど
に
無
償
で
提
供
す
る
活
動

で
す
。
フ
ー
ド
バ
ン
ク
活
動
に
関
わ
る

と
い
う
こ
と
は
、〝
食
品
ロ
ス
削
減
〟〝
社

会
貢
献
〟〝
廃
棄
処
分
の
た
め
の
経
費

削
減
〟
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
新

し
い
「
食
の
リ
サ
イ
ク
ル
」
と
し
て
注

「
フ
ー
ド
バ
ン
ク
埼
玉
」

目
さ
れ
は
じ
め
て
い
ま
す
。

　

桶
川
市
内
に
お
い
て
も
、
フ
ー
ド
バ

ン
ク
の
活
動
が
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

フ
ー
ド
バ
ン
ク
活
動
が
盛
ん
に
な
れ
ば
、

資
源
の
有
効
活
用
と
食
品
廃
棄
物
の

発
生
抑
制
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
（
一
社
）
埼
玉
県
労
働
者
福
祉
協
議

会
は
、
埼
玉
県
内
で
働
く
労
働
者
、
生

活
し
て
い
る
労
働
者
の
福
祉
向
上
を

目
的
に
設
立
さ
れ
た
団
体
で
す
。
家
庭

内
で
有
効
期
限
３
か
月
前
ま
で
の
食

品
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
〝「
も
っ
た
い
な
い
」
か
ら
「
あ
り
が

と
う
」
へ
〟
こ
ん
な
活
動
が
盛
ん
に
な

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

（
参
考
資
料
：（
一
社
）
埼
玉
県
労
働
者

福
祉
協
議
会
資
料
『
フ
ー
ド
バ
ン
ク
埼

玉
』（
仮
称
）
／
埼
玉
県<

報
道
発
表
資

料>

フ
ー
ド
バ
ン
ク
へ
の
災
害
備
蓄
品

の
寄
贈
に
つ
い
て
―
食
品
廃
棄
の
無

駄
を
省
き
、
有
効
活
用
を
図
る
―
）

※
（
一
社
）
埼
玉
県
労
働
者
福
祉
協
議

会
の
連
絡
先
☎
833
―
８
７
３
１

【
桶
川
市
く
ら
し
の
会
】

　

無
料
点
検
に
来
た
と
言
っ
て
来
訪
し
、「
カ

ビ
が
発
生
し
て
い
る
」「
工
事
を
し
な
い
と

危
険
」
な
ど
と
言
っ
て
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス

を
契
約
さ
せ
る
「
点
検
商
法
」
の
被
害
の
相

談
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
点
検
後
に

消
費
者
の
不
安
を
あ
お
っ
て
契
約
を
さ
せ
た

り
、
契
約
さ
れ
た
と
嘘
を
言
っ
て
工
事
な
ど

を
さ
せ
る
手
口
で
す
。
一
度
契
約
す
る
と
、

次
々
と
別
の
契
約
を
迫
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ

り
ま
す
。

　

業
者
は
、
勧
誘
の
際
に
は
、
販
売
が
目
的

の
訪
問
で
あ
る
こ
と
を
消
費
者
に
明
示
す
る

こ
と
が
法
令
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
】

①
安
易
に
業
者
を
家
に
入
れ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

②
「
特
別
に
値
引
き
す
る
」
な
ど
と
言
わ
れ

て
も
、
そ
の
場
で
契
約
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

家
族
や
周
囲
の
人
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
必

要
が
な
い
場
合
は
き
っ
ぱ
り
と
断
り
ま
し
ょ

う
。

③
契
約
後
や
工
事
完
了
後
で
も
ク
ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
や
契
約
の
取
り
消
し
が
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

④
困
っ
た
と
き
は
、
桶
川
市
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
詩
桶
川
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
　
無
料
点
検
と
突
然
訪
問
し
て
き
た
業
者
、
点
検
商
法
に
注
意
！　

【
事
例
１
】

　

以
前
、
自
宅
に
訪
れ
た
業
者
か
ら
勧
め

ら
れ
、
配
管
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
依
頼
し
２

万
５
千
円
を
支
払
っ
た
。
そ
の
業
者
が
、

風
呂
と
床
下
を
無
料
で
点
検
す
る
と
再
び

来
訪
し
た
。
無
料
な
ら
と
承
知
し
た
と
こ
ろ
、

「
基
礎
が
ず
れ
て
い
る
、
補
強
工
事
を
し
な

い
と
家
が
駄
目
に
な
る
」
と
工
事
を
勧
め

ら
れ
、
別
の
業
者
を
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の

業
者
が
訪
れ
、
湿
気
対
策
工
事
、
基
礎
強

化
工
事
、
木
部
強
化
工
事
、
床
下
消
毒
、

防
腐
防
蟻
剤
散
布
な
ど
の
工
事
が
必
要
だ

と
２
時
間
ほ
ど
の
説
明
を
受
け
、
66
万
円

の
契
約
を
し
て
し
ま
っ
た
。
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
し
た
い
。

【
事
例
２
】

　

数
年
前
、
訪
問
販
売
で
床
下
換
気
扇
を

設
置
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
昨
日
、
床
下

設
備
の
卸
を
し
て
い
る
の
で
無
料
で
点
検

す
る
と
別
の
業
者
が
突
然
来
訪
し
た
。
無

料
な
ら
と
点
検
を
承
知
す
る
と
、
点
検
後

「
カ
ビ
が
発
生
し
て
い
る
」「
地
べ
た
に
這

わ
せ
た
配
線
が
シ
ョ
ー
ト
の
原
因
に
な
る
」

と
い
き
な
り
見
積
書
を
提
示
し
説
明
を
始

め
た
。
そ
の
間
に
別
の
作
業
員
が
設
置
さ

れ
て
い
た
床
下
換
気
扇
を
撤
去
し
て
し

ま
っ
た
。
抗
議
し
た
が
、
契
約
だ
か
ら
と

持
ち
帰
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
見
積
書
に
は

床
下
換
気
扇
の
撤
去
費
用
２
万
８
千
円
、

調
湿
剤
10
袋
25
万
円
と
あ
り
、
契
約
書
は
な
い
。

不
審
な
勧
誘
だ
。
す
べ
て
取
り
や
め
た
い
。

特
設
Ｄ
Ｖ
電
話
相
談

平
成
28
年
度
桶
幼
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
入
室
申
込
み
に
つ
い
て

　

市
内
の
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童

を
対
象
と
し
て
、
運
営
を
行
っ
て
い
る
民

営
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
す
。

　

申
込
み
▼
11
月
16
日
㈪
～
12
月
７
日
㈪

に
直
接
、
桶
幼
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
ま
た

は
、
桶
川
幼
稚
園
事
務
所
へ
。

　

問
合
せ
詩
桶
幼
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

☎
729
―
６
１
３
８

歳末たすけあい募金配分金事業
生活援護金を支給します

　埼玉県共同募金会が中心となり、歳末たすけあい募金運動が実施されます。
社会福祉協議会では、この配分金を受けて生活援護金を支給します。
　対象▶本年度市民税が非課税の世帯
　申込み▶「歳末たすけあい援護事業申込書」に必要事項を記入のうえ、
11月20日㈮までに担当の民生委員または社会福祉協議会へ提出してくださ
い。申込書は、民生委員、社会福祉協議会で配布しています。※社会福祉
協議会へ直接提出する場合は、市県民税非課税証明書が必要です。
　問合せ至桶川市社会福祉協議会☎728－2221
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緯786-3211
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センター

緯786-1855
鯖786-0096

健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

響
の
森
情
報

響
の
森
情
報

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
話
題

市
民
伝
言
板

市
民
伝
言
板

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

多
重
債
務
者
相
談
強
化
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
２
０
１
５
（
11
月
16
日
～
26
日
）

　

消
費
者
金
融
な
ど
か
ら
の
借
り
入
れ
に

よ
り
多
重
債
務
で
お
困
り
の
人
に
、
弁
護

士
、
司
法
書
士
に
よ
る
無
料
の
面
接
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
に
、

ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
桶
川
会
場
】

　

と
き
▼
11
月
21
日
㈯
午
前
10
時
～
午
後

４
時

　

と
こ
ろ
▼
仮
設
庁
舎
相
談
室

　

予
約
受
付
▼
11
月
２
日
㈪
～
25
日
㈬
午

前
10
時
～
午
後
４
時
（
土
・
日
・
祝
日
を

除
く
）
に
予
約
専
用
電
話
☎
864
―
７
８
１

０
へ
。

　

そ
の
他
▼
期
間
中
、
桶
川
市
以
外
で
も

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
詩
秘
書
広
報
課
ま
た
は
県
消

費
生
活
課
☎
830
―
２
９
３
５

　

荒
川
上
流
河
川
事
務
所
が
管
理
す
る
河

川
の
堤
防
の
刈
草
か
ら
作
っ
た
堆
肥
を
無

償
で
提
供
し
ま
す
。

　

申
込
み
▼
12
月
11
日
㈮
【
消
印
有
効
】

ま
で
に
往
復
は
が
き
で
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
※
多
数
抽
選

　

詳
細
は
、
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
、
出

張
所
、
市
町
村
に
設
置
の
応
募
要
領
お
よ

び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

荒
川
緑
肥
を
無
償
で
提
供
し
ま
す

　

配
布
期
間
▼
平
成
28
年
１
月
25
日
㈪
～

２
月
６
日
㈯
（
１
月
31
日
を
除
く
）

　

そ
の
他
▼
量
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

販
売
な
ど
を
目
的
と
す
る
場
合
は
提
供
で

き
ま
せ
ん
。

　

問
合
せ
詩
荒
川
緑
肥
事
務
局
☎
049
―
246

―
１
０
３
１

11月１日は「彩の国教育の日」

彩の国教育の日 検索

１１月 ●桶川市役所・教育委員会／緯７８6－３211　姉７８6－９８66
●社会福祉協議会／緯７2８－2221　姉７2８－2３1３

相　　　　談 相談員 相　　談　　内　　容 と　　　き と　こ　ろ 問 合 せ

法律相談（予約制） 弁 護 士 相隣、金銭・賃貸借、離婚・相続などの法
律全般についての相談

6日㈮・1３日㈮・2７日㈮ 14：00～1７：00　
21日㈯ ９：00～12：00
12月4日㈮・11日㈮・1８日㈮・25日㈮
14：00～1７：00　1９日㈯ ９：00～12：00

仮設庁舎相談室

秘書広報課

司法書士法律相談（予約制） 司法書士 相続、遺言、名義変更、会社設立登記、成
年後見、少額民事訴訟（債務整理）等の相談

12日㈭　＊次回は12月10日㈭
1３：00～16：00 仮設庁舎相談室

行 政 書 士 相 談 行政書士 成年後見制度、相続、各種契約書、内容証
明、会社設立などの手続きの相談

2日㈪　＊次回は12月1日㈫
1３：00～16：00 仮設庁舎相談室

税 務 相 談 税 理 士 相続税や贈与税、その他税金についての相談 25日㈬
1３：00～16：00 仮設庁舎相談室

住 宅 相 談 建設団体
の相談員

住宅の新築、増改築、修繕、工事、耐震な
どの相談

21日㈯
９：00～12：00

仮設庁舎会議室101
電話可　緯７８6-３211

マンション管理相談 マンション
管 理 士

マンション管理組合に関することや近隣問
題についての相談

25日㈬
10：00～12：00 仮設庁舎相談室

行 政 相 談 行政相談
委 員

国や県、公団・公社等への要望や苦情につ
いての相談

6日㈮　＊次回は12月4日㈮
10：00～12：00 仮設庁舎相談室

多 重 債 務 相 談 市 役 所
職 員

消費者金融等からの借金返済などに困って
いる方の相談 随時 仮設庁舎相談室

直通緯７８6-３450

暴力団被害相談（予約制） 上尾警察署
職 員

暴力団により被害を受けたり、困っている
ことについての相談 随時 仮設庁舎相談室 安心安全課

女性相談（予約制） 県外の専門
カウンセラー 女性のためのなんでも相談 ９日㈪・３0日㈪　

10：00～16：00 仮設庁舎相談室
人権・男女共同
参画課人 権 相 談 人権擁護

委 員
悩みごと・離婚問題・子どものいじめなど
の日常生活でお困りのことの相談

10日㈫
９：00～12：00 地域福祉活動センター3階

内 職 相 談 内 職
相 談 員

内職に関する相談・案内・ハローワークの
求人情報の閲覧

毎週水・金曜日（祝日を除く）
10：00～15：00

勤労福祉会館
直通緯７７３-1121（水・金曜日） 産業観光課

消 費 生 活 相 談 消費生活
相 談 員

消費者トラブルや苦情など、消費生活全般
についての相談

毎週月・火・木・金曜日（祝日を除く）
10：00～15：３0（12：00～1３：00を除く）

仮設庁舎2階
電話可　緯７８6-３211 自治文化課

こどもと家庭なんでも相談 家庭児童
相 談 員

親や子どもからの、家庭・幼稚園・学校な
どでの悩みや子育ての相談

毎週火・木曜日（祝日を除く）
10：00～16：00

駅前子育て支援センター
直通緯７７７-７７0８ こども支援課

こどものことばや運動面 専 門
相 談 員 未就学児の発達についての相談 事前に電話で申し込み、日程

調整して決定
児童発達支援センター分室
緯７８７-5562

児童発達支援セ
ンター分室

教 育 相 談 専 門
相 談 員

子どもの教育やしつけについての悩みごと
の相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
９：00～1７：00

桶川市教育センター
直通緯７８6-３2３７ 学校支援課

心 配 ご と 相 談 民生委員 さまざまな心配ごとの相談 毎週土曜日（祝日を除く）
1３：00～15：00

地域福祉活動センター
直通緯７2８-2３6９

社会福祉協議会
結 婚 相 談 民生委員 結婚を望む方の相談 毎週土曜日（祝日を除く）

1３：00～15：00 地域福祉活動センター

･･･････････････････････････････････････････････････〈 広告 〉･･･････････････････････････････････････････････････

　県では、教育に関する理解を深めていただくため、１１月１日を「彩の国教育
の日」、１１月１日～７日を「彩の国教育週間」としています。
　「彩の国教育の日」をきっかけに、子どもたちの健やかな育成について、一緒に
考えてみませんか。詳しくは「彩の国教育の日」で検索し、
県ホームページをご覧ください。

　問合せ至県家庭地域連携課
　　　　☎830-6976

　シリーズ４回目は「高齢者安心見守りネットワーク」の「発見するシステム」についてご紹介
します。
　高齢者人口の増加とともに、ひとり暮らしの高齢者も年々増加しており、今後も増え続けるこ
とが予測されます。
　高齢者のひとり暮らしは、突然の病気やけがなど、何かあった時に対応が遅れる心配を抱えて
おり、孤独死という悲しい出来事や悪質な訪問販売の被害、虐待の被害など、高齢者をとりまく
様々な社会問題につながっていきます。
　こうした社会問題は、近所付き合いや地域全体で見守りを行うことにより、防ぐことが可能です。
そこで、桶川市では地域の皆さんへ見守りネットワークを啓発するとともに、関係機関・関係団
体に協力団体として登録をしてもらいネットワークの構築を図っています。今年度、見守りネッ
トワークの再構築に向け協力団体を広げ、さらに協力団体への説明会を実施しました。説明会へ
は31団体38人の参加がありました。説明会実施後、協力団体の協力により、高齢者への支援へつ
ながるといった効果もでています。
　日常生活や仕事の中で、地域の皆さんが参加してネットワークが作られます。特別な決まりご
とはありません。まずは、あいさつや気軽な声掛けなどで、高齢者と「顔見知り」になりましょう。
その中で、「あれ？」「おかしいな？」という小さな「気づき」が大切です。例えば、郵便物や新
聞が新聞受けにたまっている、庭の手入れがされなくなったり洗濯物が干されなくなったなど、
なにか気がかりなことを感じたら、早めに市高齢介護課や地域包括支援センターまでご連絡くだ
さい。
高齢者の相談窓口▶地域包括支援センター

住み慣れた地域で自分らしい暮らしができるように
シリーズ　明日のあんしん　～高齢者の暮らしを支える～④

詳しくは至高齢介護課

<地域包括支援センター主催　介護者のつどい>
　介護についての情報交換を行います。※予約不要
　とき▶11月26日㈭午後１時30分～３時　ところ▶社会福祉協議会
　問合せ▶地域包括支援センター社会福祉協議会☎728-2265
　　　　　地域包括支援センターハートランド☎777-7055

ハートランド ルーエハイム 桶川市社会福祉協議会 ねむのき

担当区域

東、西、南、北、寿、
神明、国道西側の
坂田、国道西側の
加納

鴨川、朝日、若宮、
泉、下日出谷、
下日出谷西

末広、国道東側の坂田、
坂田東、国道東側の加納、
篠津、五丁台、舎人新田、
小針領家、倉田、赤堀

上日出谷、川田谷
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